
事業評価部会の所掌事務の改正について

（現行）

・直轄事業等の事業評価にあたり意見を聴取すること等を

目的として設置する。

（改正案）

・直轄事業等の事業評価及び事業手法について意見を聴取

すること等を目的として設置する。
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